
※就労状況証明書は保育所等入所申請様式での証明のコピーも受理します。その場合は、入所施設名を

児童育成クラブ名に訂正してください。なお、児童育成クラブの就労状況証明書様式では保育所等の入

所申請はできませんのでご了承ください。 

 

 

令和 6年度 OAK児童クラブ晴嵐新規入会のご案内 

 
児童育成クラブでは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後および 

学校休業日に、適切な遊びと生活の場を提供し、その児童の健全な育成を図っています。 

 

１． 受付期間（令和 6 年４月から入会を希望する方） 

調整区分 対象児童 受付期間 

１次調整 

小学生 

令和 5年 12月 1 日(金)～令和６年 1 月 26 日(金) 

２次調整 令和６年 2月１日(木)～令和６年３月 1日(金) 

 

※１次調整受付期間で定員に達した場合は、２次調整以降で申請をされても待機となる場合がありますの

で、できる限り１次調整期間で申請をしてください。入会申請書類に基づき、低学年から順に保育の必要

性の高い方（保護者の就労時間、家庭・児童の状況等により判断します。）から入会していただきます。 

 

 

２．申請の要件 

 ○小学校１年生～６年生 

  ＊ただし、障がいのある児童は、障碍の程度が中程度で、集団生活を行うことができる児童が対象です。 

なお、「放課後等デイサービス」のお申込みは発達支援センター（TEL077-511-9330）へお問い

合わせください。 

  ○保育料に滞納がないこと。 

○次に掲げる理由により、保護者が昼間児童の世話を十分にできないと認められること。 

   ア 保護者の就労（1 日実働 5時間以上かつ月 15 日以上） 

   イ 産前産後 8週間以内である 

   ウ 保護者の疾病 

   エ 就業を目的とした職業訓練、学校への就学 

   オ 同居の親族を常時介護していること 

   オ その他上記に類する事由 

   ※求職中での申請はできません。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．申請に必要な書類 

① 児童育成クラブ入会申請書（児童票・緊急連絡先・誓約書） 

     ＊児童の学年は入会時点の学年を書いてください。                                                  

② 保護者の就労状況証明書等 

＊兄弟姉妹等で同時に申請される場合は、就労状況証明書等のみ１人分で構いません。 

③ 延長保育申請兼登録書（延長保育を登録される方のみ） 

④ お迎え調査票  
 

入会を希望する理由 必要添付書類 

保護者の就労 

会社勤務の場合 就労状況証明書（勤務先の証明を受けたもの） 

自営業の場合 

・就労状況証明書記入の上、開業届（収受印のあるも

の）または確定申告書等、自営業である証明となる書類

の写しの添付 

産前産後休暇 
産前 母子健康手帳や医師の診断書等、出産予定日が確認できるもの(写し可)   

産後 出生証明書や母子健康手帳等、出産日が確認できるもの(写し可 ) 

保護者の疾病 医師の診断書（写し可） 

就業を目的とした職業

訓練、学校への就学 就学を証明する書類および時間割と就学期間がわかるもの（写し可） 

 

 

 

４．開設日および開設時間など 

  ○基本保育時間                         

     ・平日 ⇒ 放課後から 18 時００分まで 

    ・土曜日、学校休業期間 ⇒ 8時３０分から 17 時３０分まで 

○延長保育時間 

   ・午前延長 ⇒7時００分から８時３０分まで。 

・午後延長 ⇒18 時００分（長期休暇中は 17時 30 分）から 20 時 00 分まで。 

  ○休所日 

・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

・台風や災害が起きた場合、感染症等において学級閉鎖になった場合は、学校に準じます。 

・お盆期間（8 月 13日～15 日）は希望保育となっております。 

  〇登所・降所等の送り迎え 

   ・通常時は職員が学校までお迎えに行き、児童の安全を確保します。 

・土曜日および学校休業期間の登所、すべての降所等については、保護者または保護者の 

依頼を受けた※18 歳以上の方による送迎をお願いします。 

  （※入会年度に 18 歳以上となる方。(令和 6 年 4 月 1 日までに 18 歳を迎えない 17 歳は不可)） 

 ・学童から徒歩 3 分ほどの場所に駐車場を設置しております。 

  学童周辺の路上駐車は、周辺住民へのご迷惑となりますので固くお断りさせて頂きます。 

  注意後、改善の見込みがない、悪質の場合は退会処分とさせていただきますのでご注意ください。 

      ・保護者の同意があり、登降所に対する同意書を提出して頂く事で、児童のみでの登降所も可とします。 

    対象児童は児童のみでの登所、降所、習い事、習い事からの登所等が許可されます。 

    ただし、児童のみで降所する最終時間は 17 時 30 分の集団降所とします。（方面事での分団） 

    また、特定非営利活動法人 OAK は登所前（通常時は除く）、降所後については一切の責任を負いま

せん。 

お問い合わせ・申請書類提出先 

 
OAK 児童クラブ晴嵐 

滋賀県大津市田辺町 14-55 

ＴＥＬ 077-572-5505  ,   080-9606-0092 

（平日：14:00～18:00  土曜日、学校休業期間： (9:00～18:00） 
 



５．退会について 

毎月末日が退会日となりますので、「児童育成クラブ退会届書」を退会予定日の 10 日前までに提出して

ください。10 日前までにご提出いただけない場合は、翌月の保育料を納付いただく場合があります。（用

紙は、ホームページからダウンロードしていただく、または、学童へ直接お越しください。） 

 

６．学校休業期間（春・夏・冬休み）の募集について (在籍者以外は別途申請が必要です。) 

学校休業日の約 2ヶ月前から随時受け付けます。定員に達し次第締め切らせて頂きます。 

書類の受け渡し：OAK児童クラブ晴嵐 （滋賀県大津市田辺町 14－55） 

 

７．単発スポット利用について 

  OAK 児童クラブ晴嵐では 1 日のみの利用も受け付けております。 

  延長料金、おやつ費等も込みで\2,000/一日 で設定しています。 

  詳しくは 077-572-5505 へお尋ねください。 

 

8．入会の取り消しについて 

① 入会基準を満たさなくなったとき 

     例）保護者が、産後 8 週を経過した後、就労復帰しない場合 

    例）年度途中で離職し、求職期間が３ヶ月以上を超える場合 

② 入会申請書類に虚偽があったとき 

③ 保育料を３ヶ月以上滞納したとき 

④ クラブの管理運営上支障があるとき 

 

9．保育料について   

○通年入会児童（１人あたり） 

期 間 基本保育料金 

延長保育料金 

午 前 

(７:00～8:30) 

午 後 

(18:00～20:00) 

４月～３月 

（８月を除く） 
9,000 円／月 

8:00～ 500 円／月 ～18:30 1,000 円／月 

7:30～ 1000 円／月 ～19:00 2,000 円／月 

８月 1２,０00 円／月 
7:00～ 1500 円／月 ～19:30 3,000 円／月 

  ～20:00 4,000 円／月 

    ○学校休業期間一時入会児童（１人あたり） 

期 間 基本保育料金 

延長保育料金（期間中） 

午 前 

(7:00～8:30) 

午 後 

(18:00～20:00) 

学年始休業日 

（4 月上旬） 
3,500 円 

8:00～ 500 円／月 ～18:30 500 円／月 

7:30～ １,000 円／月 ～19:00 １,000 円／月 

学年末休業日 

（3 月下旬） 

7:00～ 1,500 円／月 ～19:30 1,500 円／月 

  ～20:00 2,000 円／月 

夏季休業日 1４,000円 

8:00～ 500 円／月 ～18:30 1,000 円／月 

7:30～ 1,000 円／月 ～19:00 2,000 円／月 

7:00～ 1,500 円／月 ～19:30 3,000 円／月 

  ～20:00 4,000 円／月 

冬季休業日 3,500 円 

8:00～ 500 円／月 ～18:30 500 円／月 

7:30～ １,000 円／月 ～19:00 1,000 円／月 

7:00～ 1,500 円／月 ～19:30 1,500 円／月 

  ～20:00 2,000 円／月 

  ※スポット延長料金…延長保育を登録していない方が、やむを得ない理由で延長保育を利用する場合、 

午前 1 枠 500 円、午後 1 枠 200 円を当日に現金で徴収させて頂きます。 

午前のスポット延長：1 回利用毎に対象の延長保育利用となり、以後利用月の同時間からの延長 

保育料金が発生しなくなります。 

午後のスポット延長：5 回利用毎に対象の延長保育利用となり、以後利用月の同時間までの延長 

保育料金が発生しなくなります。 

 

○延長保育申請兼登録を行った時点でご利用実績がない場合でも延長保育料の徴収対象と 

なります。年度途中で登録内容に変更がある場合は、随時申し出てください。 

○保育料の減免については、毎年申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。 

    ひとり親家庭、非課税世帯など入会児童の世帯状況により、保育料が減免できる場合が 

あります。 

 

10．その他 

  ○保育料以外に、登録料（初回のみ）おやつ代や行事費など、実費負担が必要となります。 

○ 学校休業日（土曜日、夏休み等）および給食が無いときは、お弁当を持参していただきます。 

（業者弁当を利用可能です） 

○公設クラブと民設クラブを併願する場合は、各々のクラブについて申請が必要です。 

○複数のクラブから入会許可を得たときは、入会しないクラブへすみやかに入会辞退の連絡をして 

ください。 

 

お迎えについて 
・当クラブでは、放課後児童支援員又はシルバー人材センターの職員が、学校までお迎えに参ります。 

・車で送迎される場合、施設の指定駐車場に停めてください。 

※駐車スペースに限りがあります。できるだけ車での送迎は控えてください。 
また、施設前等での路上駐車は、付近住民のご迷惑となり、運営の続行が困難になりますので、ご遠慮ください。 

・駐輪場については施設指定の駐輪スペースがありますので、そちらをご利用ください。 

・トラブルや事故については、責任を負いかねますので、安全に十分留意してご利用ください。 
 

昼食・おやつについて 
・土曜日および小学校の給食が無い時には、お弁当・水筒持参になります。児童が現金を持参し、学童からパ

ンなどを買いに行くことは禁止します。 

・おやつは、児童クラブで用意し、おやつ代（教材費含む）として 2,５00 円/月いただきます。 

・学校休業期間のおやつ費は 開所日数×100 円いただきます。 

 

年間行事 
４月 誕生会 

ウェルカムパーティ 

８月 誕生会 

プール 

ディキャンプ・遠足 

１２月 誕生会 

大掃除 

クリスマス会 

５月 誕生会 

手作りおやつ 

９月 誕生会 

手作りおやつ 

１月 誕生会 

初詣 

６月 誕生会 

 

１０月 誕生会 

ハロウィンパーティ 

２月 誕生会 

手作りおやつ 

７月 誕生会 

手作り昼食 

１１月 誕生会 ３月 誕生会 

卒所イベント（遠足

等） 

※行事は変更の可能性があります。定期的にミーティングを開催し、子ども達と一緒に考えていきます。 


